
（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
一

告

示

○
新
た
に
生
じ
た
土
地
の
確
認
（
青
ヶ
島
村
）
…
…
…
…
…
…
…
…（
総
務
局
行
政
部
市
町
村
課
）…
二

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
三

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
市
街
地
再
開
発
事
業
の
規
約
の
変
更
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調
整
課
）…
三

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
案
等
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
四

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
等
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
生
活
福
祉
部
保
護
課
）…
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
等
の
変
更
、
廃
止
及
び
休
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一五

○
保
安
林
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
一六

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一六

○
東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一七

告

示
（
選
）

○
葛
飾
区
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の
効
力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
決
…
…
…
…
…
…
一七

告

示
（
公
）

○
認
定
教
育
実
施
者
の
届
出
事
項
の
変
更
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二一

○
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の
認
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二一

○
指
定
講
習
機
関
の
特
定
講
習
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二一

公

告

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
二一

規

則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
号

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二

二
の
部
㈡
の
項
中

「
恩
賜
上
野
動
物
園
飲
食
店

第
一
号
（
東
園
）

一

月

百
五
十
四
万
七
千
七
百
円

を

第
二
号
（
西
園
）

九
十
九
万
六
千
三
百
円
」

「
恩
賜
上
野
動
物
園
飲
食
店

第
一
号
（
東
園
）

一

月

百
五
十
四
万
七
千
七
百
円

に

第
二
号
（
西
園
）

九
十
九
万
六
千
三
百
円

代
々
木
公
園
飲
食
店

一

月

六
十
七
万
五
千
四
百
円
」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
二
号

青
ヶ
島
村
長
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
八
年
三
月
十

三
日
付
け
で
同
村
の
区
域
内
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確
認
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

所
在

青
ヶ
島
村
三
宝
地
先
青
ヶ
島
港
港
湾
区
域
内
公
有
水
面

二

面
積

一
、
二
九
五
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）３
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
北
口
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
北
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
、
西
小
岩
三
丁
目
及
び
西
小
岩
四
丁

目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
十
九
番
二
十
九
号
エ
ト
ワ
ー
ル
ビ
ル

令
和
二
年
一
月
二
十
四
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
四
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
虎
ノ
門
一
・
二
丁
目
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

虎
ノ
門
一
・
二
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
令
和
十
年
七
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
及
び
虎
ノ
門
二
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
八
番
十
九
号

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
短
縮
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
四
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
五
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の

十
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
板
橋
駅
板
橋
口
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
の
規
約
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
氏
名
又
は
名
称

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
野
村
不
動
産
株
式
会
社

二

事
業
施
行
期
間

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
令
和
九
年
九
月
三
十
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
地
内

四

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
名
称

板
橋
駅
板
橋
口
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

五

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
二
十
六
番
二
号
新
宿
野
村
ビ
ル

六

施
行
認
可
の
年
月
日

令
和
元
年
八
月
二
十
三
日

七

変
更
の
内
容

事
務
所
の
所
在
地
を
港
区
芝
浦
一
丁
目
一
番
一
号
に
変
更
す
る
。

八

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
四
月
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
五
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取

（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住

所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と
な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害

関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
八
年
四
月
十
六
日
（
木
曜
日
）

午
後
二
時
か
ら
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二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
一
階
十
一
Ａ

会
議
室

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
調

整
課
審
査
担
当
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
三
階
）

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話
〇
三
（
五
三
八
八
）
三
三
三
四

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都

建
築
敷
地

千
代
田
区
日
比
谷
公
園
二
番
地
の
一
部
ほ
か

地
域
地
区

等

第
一
種
住
居
地
域
、
準
防
火
地
域
及
び
千
代
田
区

駐
車
場
整
備
地
区

申

請

の

概

要

工
事
種
別

及
び
用
途

新
築

観
覧
場
及
び
そ
の
他
（
ご
み
集
積
場
）

敷
地
面
積

約
一
二
、
一
五
五
平
方
メ
ー
ト
ル

建
築
面
積

約
四
、
八
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
七
、
六
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
ほ
か

地
上
三
階
ほ
か

高
さ

一
七
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
か

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
五
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
七
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画
に
つ
い
て
、
環

境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第
五

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
井
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
田

俊

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画

自
動
車
駐
車
場
の
設
置

三

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
府
中
市
朝
日
町
三
丁
目
八
番
一
号
他
に
位
置
す

る
計
画
地
に
商
業
施
設
の
建
築
及
び
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

四

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
循
環
、
日
影
、
電

波
障
害
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の

場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の

結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五

評
価
書
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
八
年
四
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

府
中
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

府
中
市
宮
西
町
二
丁
目
二
十
四
番
地

府
中
市
役
所
「
お

も
や
」
三
階

イ

調
布
市
環
境
部
環
境
政
策
課

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
三
十
五
番
地
一

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）５



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） ６



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）７



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）９



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） １０



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）１１



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） １２

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
及
び
休
止
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二
（
中

国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）１３



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） １４



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）１５

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） １６

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所

新
島
村
字
瀬
戸
山
一
二
二
番
・
一
三
二
番
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
新
島
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
の
所
在
場
所

大
島
町
元
町
字
弐
千
坪
山
二
九
一
番
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分

に
限
る
。
）
、
二
九
〇
番
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
大
島
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
号

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）１７
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。本

則
中
「
及
び
第
二
条
」
を
「
か
ら
第
三
条
ま
で
」
に
、
「
第
二

条
第
二
号
」
を
「
第
三
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
一
号

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規

則
（
平
成
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
第
十
五
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
十
五
条
第
四
項
後

段
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
九
号

令
和
七
年
十
一
月
九
日
執
行
の
葛
飾
区
長
選
挙
に
お
け
る
選
挙
の

効
力
に
関
す
る
審
査
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
裁
決
し
た

の
で
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
百
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
八
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） １８



（第18522号）東 京 都 公 報令和8年4月8日（水曜日）１９



令和8年4月8日（水曜日）東 京 都 公 報（第18522号） ２０


